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社会福祉法人下東条中央保育園 定款  

 

  第 １ 章  総 則  

 

 （ 目 的 ）  

第１ 条  この 社 会 福祉 法 人 （以 下 「 法人 」 と いう 。） は、 多 様 な

福祉 サ ー ビス が そ の利 用 者 の意 向 を 尊重 し て 総合 的 に 提供 さ

れる よ う 創意 工 夫 する こ と によ り 、 利用 者 が 、心 身 と もに 健

やか に 育 成さ れ る よう 支 援 する こ と を目 的 と して 、 次 の社 会

福祉 事 業 を行 う 。  

 （ １ ） 第二 種 社 会福 祉 事 業  

  （ イ ）保 育 所 の経 営  

  （ ロ ）一 時 預 かり 事 業 の経 営  

 

 （ 名 称 ）  

第２ 条  この 法 人 は、 社 会 福祉 法 人 下東 条 中 央保 育 園 とい う 。  

 

 （ 経 営 の原 則 等 ）  

第３ 条  この 法 人 は、 社 会 福祉 事 業 の主 た る 担い 手 と して ふ さ

わし い 事 業を 確 実 、効 果 的 かつ 適 正 に行 う た め、 自 主 的に そ

の経 営 基 盤の 強 化 を図 る と とも に 、 その 提 供 する 福 祉 サー ビ

スの 質 の 向上 並 び に事 業 経 営の 透 明 性の 確 保 を図 り 、 もっ て

地域 福 祉 の推 進 に 努め る も のと す る 。  

２  こ の 法人 は 、 地域 社 会 に貢 献 す る取 組 と して 、（ 地域 の 子 育

て世 帯 、 経済 的 に 困窮 す る 者等 ） を 支援 す る ため 、 無 料又 は

低額 な 料 金で 福 祉 サー ビ ス を積 極 的 に提 供 す るも の と する 。  

 

 

 （ 事 務 所の 所 在 地）  

第４ 条  この 法 人 の事 務 所 を兵 庫 県 小野 市 小 田 町 1687 番 地の 1

に置 く 。  
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  第 ２ 章  評 議 員  

 

 （ 評 議 員の 定 数 ）  

第５ 条  この 法 人 に評 議 員 ７名 を 置 く。  

 

 （ 評 議 員の 選 任 及び 解 任 ）  

第６ 条  この 法 人 に評 議 員 の選 任 及 び解 任 を 行う た め の評 議 員

選任 ・ 解 任委 員 会 を置 く 。  

２  評 議 員選 任 ・ 解任 委 員 会は 、 監 事１ 名 、 事務 局 員 １名 、 外

部委 員 １ 名の 合 計 ３名 で 構 成す る 。  

３  評 議 員の 選 任 候補 者 の 推薦 及 び 評議 員 の 解任 の 提 案は 、 理

事会 が 行 う。 こ の 場合 に お いて 理 事 会は 、 当 該者 が 評 議員 と  

して 適 任 及び 不 適 任と 判 断 した 理 由 を委 員 に 説明 し な けれ ば な

らな い 。  

４  評 議 員選 任 ・ 解任 委 員 会の 決 議 は、 委 員 の過 半 数 が出 席

し、 そ の 過半 数 を もっ て 行 う。 た だ し、 外 部 委員 の １ 名以 上

が出 席 し 、か つ 、 外部 委 員 の１ 名 以 上が 賛 成 する こ と を要 す

る。  

５  評 議 員選 任 ・ 解任 委 員 会の 運 営 につ い て の細 則 は 、理 事 会

にお い て 別に 定 め る。  

 

 （ 評 議 員の 資 格 ）  

第７ 条  社会 福 祉 法第 ４ ０ 条第 ４ 項 及び 第 ５ 項を 遵 守 する と と

もに 、 こ の法 人 の 評議 員 の うち に は 、評 議 員 のい ず れ か１ 人

及び そ の 親族 そ の 他特 殊 の 関係 が あ る者 （ 租 税特 別 措 置法 施

行令 第 ２ ５条 の １ ７第 ６ 項 第１ 号 に 規定 す る もの を い う。 以

下同 じ 。） の 合計 数が 、 評 議員 総 数 （現 在 数 ）の ３ 分 の１ を 超

えて 含 ま れる こ と にな っ て はな ら な い。  

 

 （ 評 議 員の 任 期 ）  

第８ 条  評議 員 の 任期 は 、 選任 後 ４ 年以 内 に 終了 す る 会計 年 度

のう ち 最 終の も の に関 す る 定時 評 議 員会 の 終 結の 時 ま でと
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し、 再 任 を妨 げ な い。  

２  補 欠 とし て 選 任さ れ た 評議 員 の 任期 は 、 退任 し た 評議 員 の

任期 の 満 了す る 時 まで と す るこ と が でき る 。  

３  評 議 員は 、 第 ５条 に 定 める 定 数 に足 り な くな る と きは 、 任

期の 満 了 又は 辞 任 によ り 退 任し た 後 も、 新 た に選 任 さ れた 者

が就 任 す るま で 、 なお 評 議 員と し て の権 利 義 務を 有 す る。  

 

 （ 評 議 員の 報 酬 ）  

第９ 条  評議 員 の 報酬 は 、 無報 酬 と する 。  

 

   第 ３ 章  評 議 員 会  

 

 （ 構 成 ）  

第１ ０ 条  評 議 員 会は 、 全 ての 評 議 員を も っ て構 成 す る。  

 

 （ 権 限 ）  

第１ １ 条  評 議 員 会は 、 次 の事 項 に つい て 決 議す る 。  

 (1) 理 事 及び 監事 の 選 任又 は 解 任  

 (2) 理 事 及び 監事 の 報 酬等 の 額  

 (3) 理 事 及び 監事 並 び に評 議 員 に対 す る 報酬 等 の 支給 の 基 準  

 (4) 計 算 書類 （貸 借 対 照表 及 び 収支 計 算 書） 及 び 財産 目 録 の  

承認  

 (5) 定 款 の変 更  

 (6) 残 余 財産 の処 分  

 (7) 基 本 財産 の処 分  

(8) 社会 福 祉充 実計 画 の 承認  

(9) 事業 計 画及 び収 支 予 算  

(10) 臨 機の 措 置 （予 算 外 の新 た な 義務 の 負 担及 び 権 利の 放

棄）  

(11) 解 散  

(12) そ の他 評 議 員会 で 決 議す る も のと し て 法令 又 は この 定  

款で 定 め られ た 事 項  
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 （ 開 催 ）  

第１ ２ 条  評 議 員 会は 、 定 時評 議 員 会と し て 毎会 計 年 度終 了 後

３ヶ 月 以 内に 開 催 する ほ か 、必 要 が ある 場 合 に開 催 す る。  

 

 （ 招 集 ）  

第１ ３ 条  評 議 員 会は 、 法 令に 別 段 の定 め が ある 場 合 を除 き 、

理事 会 の 決議 に 基 づき 理 事 長が 招 集 する 。  

２  評 議 員は 、 理 事長 に 対 し、 評 議 員会 の 開 催目 的 で ある 事 項

及び 招 集 の理 由 を 示し て 、 評議 員 会 の招 集 を 請求 す る こと が

でき る 。  

 

 （ 決 議 ）  

第１ ４ 条  評 議 員 会の 決 議 は、 決 議 につ い て 特別 の 利 害関 係 を

有す る 評 議員 を 除 く評 議 員 の過 半 数 が出 席 し 、そ の 過 半数 を

もっ て 行 う。  

２  前 項 の規 定 に かか わ ら ず、 次 の 決議 に つ いて は 、 決議 に つ

いて 特 別 の利 害 関 係を 有 す る評 議 員 を除 く 評 議員 の ３ 分の ２

以上 に 当 たる 多 数 をも っ て 行わ れ な けれ ば な らな い 。  

 (1) 監 事 の解 任  

 (2) 定 款 の変 更  

 (3) そ の 他法 令で 定 め られ た 事 項  

３  理 事 又は 監 事 を選 任 す る議 案 を 決議 す る に際 し て は、 各 候

補者 ご と に第 １ 項 の決 議 を 行わ な け れば な ら ない 。 理 事又 は

監事 の 候 補者 の 合 計数 が 第 １６ 条 に 定め る 定 数を 上 回 る場 合

には 、 過 半数 の 賛 成を 得 た 候補 者 の 中か ら 得 票数 の 多 い順 に

定数 の 枠 に達 す る まで の 者 を選 任 す るこ と と する 。  

４  第 １ 項及 び 第 ２項 の 規 定に か か わら ず 、 評議 員 （ 当該 事 項

につ い て 議決 に 加 わる こ と がで き る もの に 限 る。）の 全員 が 書

面又 は 電 磁的 記 録 によ り 同 意の 意 思 表示 を し たと き は 、評 議

員会 の 決 議が あ っ たも の と みな す 。  

 

 （ 議 事 録）  

第１ ５ 条  評 議 員 会の 議 事 につ い て は、 法 令 で定 め る とこ ろ に
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より 、 議 事録 を 作 成す る 。  

２  議 長 及び 会 議 に出 席 し た評 議 員 のう ち か ら選 出 さ れた 議 事

録署 名 人 ２名 が こ れに 署 名 又は 記 名 押印 す る 。  

 

   第 ４ 章  役 員 及 び 職 員  

 

 （ 役 員 の定 数 ）  

第１ ６ 条  こ の 法 人に は 、 次の 役 員 を置 く 。  

 （ 1）理 事   ６ 名  

（ 2） 監事   ２名  

２  理 事 のう ち １ 名を 理 事 長と す る 。  

 

（役 員 の 選任 ）  

第１ ７ 条  理 事 及 び監 事 は 、評 議 員 会の 決 議 によ っ て 選任 す

る。  

２  理 事 長は 、 理 事会 の 決 議に よ っ て理 事 の 中か ら 選 定す る 。  

 

 （ 役 員 の資 格 ）  

第１ ８ 条  社 会 福 祉法 第 ４ ４条 第 ６ 項を 遵 守 する と と もに 、 こ

の法 人 の 理事 の う ちに は 、 理事 の い ずれ か １ 人及 び そ の親 族

その 他 特 殊の 関 係 があ る 者 の合 計 数 が、 理 事 総数 （ 現 在数 ）

の３ 分 の １を 超 え て含 ま れ るこ と に なっ て は なら な い 。  

２  社 会 福祉 法 第 ４４ 条 第 ７項 を 遵 守す る と とも に 、 この 法 人

の監 事 に は、 こ の 法人 の 理 事（ そ の 親族 そ の 他特 殊 の 関係 が

ある 者 を 含む 。） 及び 評 議 員（ そ の 親族 そ の 他特 殊 の 関係 が あ

る者 を 含 む。）並 びに 、 こ の法 人 の 職員 が 含 まれ て は なら な

い。 ま た 、各 監 事 は、 相 互 に親 族 そ の他 特 殊 の関 係 が ある 者

であ っ て はな ら な い。  

 

 （ 理 事 の職 務 及 び権 限 ）  

第１ ９ 条  理 事 は 、理 事 会 を構 成 し 、法 令 及 びこ の 定 款で 定 め

ると こ ろ によ り 、 その 職 務 を執 行 す る。  

２  理 事 長は 、 法 令及 び こ の定 款 で 定め る と ころ に よ り、 こ の
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法人 を 代 表し 、 そ の業 務 を 執行 す る 。  

３  理 事 長は 、 毎 会計 年 度 に４ 箇 月 を超 え る 間隔 で ２ 回以 上 、

自己 の 職 務の 執 行 の状 況 を 理事 会 に 報告 し な けれ ば な らな

い。  

 

 （ 監 事 の職 務 及 び権 限 ）  

第２ ０ 条  監 事 は 、理 事 の 職務 の 執 行を 監 査 し、 法 令 で定 め る

とこ ろ に より 、 監 査報 告 を 作成 す る 。  

２  監 事 は、 い つ でも 理 事 及び 職 員 に対 し て 事業 の 報 告を 求

め、 こ の 法人 の 業 務及 び 財 産の 状 況 の調 査 を する こ と がで き

る。  

 

 （ 役 員 の任 期 ）  

第２ １ 条  理 事 又 は監 事 の 任期 は 、 選任 後 ２ 年以 内 に 終了 す る

会計 年 度 のう ち 最 終の も の に関 す る 定時 評 議 員会 の 終 結の 時

まで と し 、再 任 を 妨げ な い 。  

２  補 欠 とし て 選 任さ れ た 理事 又 は 監事 の 任 期は 、 前 任者 の 任

期の 満 了 する 時 ま でと す る 。  

３  理 事 又は 監 事 は、 第 １ ６条 に 定 める 定 数 に足 り な くな る と

きは 、 任 期の 満 了 又は 辞 任 によ り 退 任し た 後 も、 新 た に選 任

され た 者 が就 任 す るま で 、 なお 理 事 又は 監 事 とし て の 権利 義

務を 有 す る。  

 

 （ 役 員 の解 任 ）  

第２ ２ 条  理 事 又 は監 事 が 、次 の い ずれ か に 該当 す る とき は 、

評議 員 会 の決 議 に よっ て 解 任す る こ とが で き る。  

 (1) 職 務 上の 義務 に 違 反し 、 又 は職 務 を 怠っ た と き。  

 (2) 心 身 の故 障の た め 、職 務 の 執行 に 支 障が あ り 、又 は こ れ  

に堪 え な いと き 。  

 

（役 員 の 報酬 ）  

第２ ３ 条  理 事 又 は監 事 の 報酬 は 、 無報 酬 と する 。  
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 （ 職 員 ）  

第２ ４ 条  こ の 法 人に 、 職 員を 置 く 。  

２  こ の 法人 の 設 置運 営 す る施 設 の 長他 の 重 要な 職 員 （以 下

「施 設 長 等」 と い う。） は、 理 事会 にお い て 、選 任 及 び解 任 す

る。  

３  施 設 長等 以 外 の職 員 は 、理 事 長 が任 免 す る。  

 

   第 ５ 章  理 事 会  

 

 （ 構 成 ）  

第２ ５ 条  理 事 会 は、 全 て の理 事 を もっ て 構 成す る 。  

 

 （ 権 限 ）  

第２ ６ 条  理 事 会 は、 次 の 職務 を 行 う。 た だ し、 日 常 の業 務 と

して 理 事 会が 定 め るも の に つい て は 理事 長 が 専決 し 、 これ を

理事 会 に 報告 す る 。  

（ 1）  こ の法 人 の 業務 執 行 の決 定  

（ 2）  理 事の 職 務 の執 行 の 監督  

（ 3）  理 事長 の 選 定及 び 解 職  

 

 （ 招 集 ）  

第２ ７ 条  理 事 会 は、 理 事 長が 招 集 する 。  

２   理事 長 が欠 けた と き 又は 理 事 長に 事 故 があ る と きは 、 各 理

事が 理 事 会を 招 集 する 。  

 

 （ 決 議 ）  

第２ ８ 条  理 事 会 の決 議 は 、決 議 に つい て 特 別の 利 害 関係 を 有

する 理 事 を除 く 理 事の 過 半 数が 出 席 し、 過 半 数を も っ て行

う。  

２  前 項 の規 定 に かか わ ら ず、 理 事 （当 該 事 項に つ い て議 決 に

加わ る こ とが で き るも の に 限る 。） の全 員 が 書面 又 は 電磁 的 記

録に よ り 同意 の 意 思表 示 を した と き （監 事 が 当該 提 案 につ い

て異 議 を 述べ た と きを 除 く。） は、 理事 会 の 決議 が あ った も の
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とみ な す 。  

 

 （ 議 事 録）  

第２ ９ 条  理 事 会 の議 事 に つい て は 、法 令 で 定め る と ころ に よ

り、 議 事 録を 作 成 する 。  

２  当 該 理事 会 に 出席 し た 理事 長 及 び監 事 は 、前 項 の 議事 録 に

署名 又 は 記名 押 印 する 。  

 

   第 ６ 章  資 産 及 び 会 計  

 

 （ 資 産 の区 分 ）  

第３ ０ 条  こ の 法 人の 資 産 は、 こ れ を分 け て 基本 財 産 とそ の 他

財産 の ２ 種と す る 。  

２  基 本 財産 は 、 次の 各 号 に掲 げ る 財産 を も って 構 成 する 。  

（ 1）  兵庫 県 小 野市 小 田 町 1687 番 地 の 1 所在 の 鉄 骨造  

ルー フ ィ ング 葺 平 家建 下 東 条中 央 保 育園 園 舎 １棟

（ 683.5 平 方 方 メ ート ル ）  

  （ 2）  軽量 鉄骨 造 ス レー ト 葺 ２階 建 倉 庫（ 46.36 平 方 メー

トル ）  

３  そ の 他財 産 は 、基 本 財 産以 外 の 財産 と す る。  

４  基 本 財産 に 指 定さ れ て 寄附 さ れ た金 品 は 、速 や か に第 ２ 項

に掲 げ る ため 、 必 要な 手 続 を取 ら な けれ ば な らな い 。  

 

 （ 基 本 財産 の 処 分）  

第３ １ 条  基 本 財 産を 処 分 し、 又 は 担保 に 供 しよ う と する と き

は、 理 事 総数 の ３ 分の ２ 以 上の 同 意 及び 評 議 員会 の 承 認を 得 て

小野 市 長 の承 認 を 得な け れ ばな ら な い。 た だ し、 次 の 各号 に 掲

げる 場 合 には 、 小 野市 長 の 承認 を 必 要と し な い。  

一  独 立 行政 法 人 福祉 医 療 機構 に 対 して 基 本 財産 を 担 保に 供

する 場 合  

二  独 立 行政 法 人 福祉 医 療 機構 と 協 調融 資 （ 独立 行 政 法人 福

祉医 療 機 構の 福 祉 貸付 が 行 う施 設 整 備の た め の資 金 に 対す

る融 資 と 併せ て 行 う同 一 の 財産 を 担 保と す る 当該 施 設 整備
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のた め の 資金 に 対 する 融 資 をい う 。 以下 同 じ。） に関 する 契

約を 結 ん だ民 間 金 融機 関 に 対し て 基 本財 産 を 担保 に 供 する

場合 （ 協 調融 資 に 係る 担 保 に限 る。）  

 

 （ 資 産 の管 理 ）  

第３ ２ 条  こ の 法 人の 資 産 は、 理 事 会の 定 め る方 法 に より 、 理

事長 が 管 理す る 。  

２  資 産 のう ち 現 金は 、 確 実な 金 融 機関 に 預 け入 れ 、 確実 な 信

託会 社 に 信託 し 、 又は 確 実 な有 価 証 券に 換 え て、 保 管 する 。  

 

 （ 事 業 計画 及 び 収支 予 算 ）  

第３ ３ 条  こ の 法 人の 事 業 計画 書 、 収支 予 算 書に つ い ては 、 毎

会計 年 度 開始 の 日 の前 日 ま でに 、 理 事長 が 作 成し 、 理 事総 数

の３ 分 の ２以 上 の 同意 及 び 評議 員 会 の承 認 を 受け な け れば な

らな い 。 これ を 変 更す る 場 合も 、 同 様と す る 。  

２  前 項 の書 類 に つい て は 、主 た る 事務 所 に 、当 該 会 計年 度 が

終了 す る まで の 間 据え 置 き 、一 般 の 閲覧 に 供 する も の とす

る。  

 

 （ 事 業 報告 及 び 決算 ）  

第３ ４ 条  こ の 法 人の 事 業 報告 及 び 決算 に つ いて は 、 毎会 計 年

度終 了 後 、理 事 長 が次 の 書 類を 作 成 し、 監 事 の監 査 を 受け た

上で 、 理 事会 の 承 認を 受 け なけ れ ば なら な い 。  

（ 1）  事 業報 告 書  

（ 2）  事 業報 告 の 附属 明 細 書  

（ 3）  貸 借対 照 表  

（ 4）  収 支計 算 書 （資 金 収 支計 算 書 及び 事 業 活動 計 算 書）  

（ 5）  貸 借対 照 表 及び 収 支 計算 書 （ 資金 収 支 計算 書 及 び事 業

活動 計 算 書） の 附 属明 細 書  

 （ 6）  財産 目 録  

２  前 項 の承 認 を 受け た 書 類の う ち 、第 １ 号 、第 ３ 号 、第 ４ 号

及び 第 ６ 号の 書 類 につ い て は、 定 時 評議 員 会 に提 出 し 、第 １

号の 書 類 につ い て はそ の 内 容を 報 告 し、 そ の 他の 書 類 につ い
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ては 、 承 認を 受 け なけ れ ば なら な い 。  

３  第 １ 項の 書 類 のほ か 、 次の 書 類 を主 た る 事務 所 に ５年 間 備

え置 き 、 一般 の 閲 覧に 供 す ると と も に、 定 款 を主 た る 事務 所

に備 え 置 き、 一 般 の閲 覧 に 供す る も のと す る 。  

（ 1）  監 査報 告  

（ 2）  理 事及 び 監 事並 び に 評議 員 の 名簿  

 （ 3）  理事 及 び 監事 並 び に評 議 員 の報 酬 等 の支 給 の 基準 を 記

載し た 書 類  

 （ 4）  事業 の 概 要等 を 記 載し た 書 類  

 

 （ 会 計 年度 ）  

第３ ５ 条  こ の 法 人の 会 計 年度 は 、 毎年 ４ 月 １日 に 始 まり 、 翌

年３ 月 ３ １日 を も って 終 わ る。  

 

 （ 会 計 処理 の 基 準）  

第３ ６ 条  こ の 法 人の 会 計 に関 し て は、 法 令 等及 び こ の定 款 に

定め の あ るも の の ほか 、 理 事会 に お いて 定 め る経 理 規 程に よ

り処 理 す る。  

 

 （ 臨 機 の措 置 ）  

第３ ７ 条  予 算 を もっ て 定 める も の のほ か 、 新た に 義 務の 負 担

をし 、 又 は権 利 の 放棄 を し よう と す ると き は 、理 事 総 数の ３

分の ２ 以 上の 同 意 及び 評 議 員会 の 承 認が な け れば な ら ない 。  

 

 （ 保 有 する 株 式 に関 す る 議決 権 の 行使 ）  

第３ ８ 条  こ の 法 人が 保 有 する 株 式 （出 資 ） につ い て 、そ の 株

式（ 出 資 ）に 係 る 議決 権 を 行使 す る 場合 に は 、あ ら か じめ 理

事会 に お いて 理 事 総数 の ３ 分の ２ 以 上の 承 認 を要 す る 。  

 

   第 ７ 章  解 散  

 

 （ 解 散 ）  

第３ ９ 条  こ の 法 人は 、 社 会福 祉 法 第４ ６ 条 第１ 項 第 1 号及 び
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第３ 号 か ら第 ６ 号 まで の 解 散事 由 に より 解 散 する 。  

 

 （ 残 余 財産 の 帰 属）  

第４ ０ 条  解 散 （ 合併 又 は 破産 に よ る解 散 を 除く 。） した 場 合 に

おけ る 残 余財 産 は 、評 議 員 会の 決 議 を得 て 、 社会 福 祉 法人 並

びに 社 会 福祉 事 業 を行 う 学 校法 人 及 び公 益 財 団法 人 の うち か

ら選 出 さ れた も の に帰 属 す る。  

 

   第 ８ 章  定 款 の 変 更  

 

 （ 定 款 の変 更 ）  

第４ １ 条  こ の 定 款を 変 更 しよ う と する と き は、 第 １ ４条 第 ２

項に 規 定 する 評 議 員会 の 決 議を 得 て 、小 野 市 長の 認 可 を受 け

なけ れ ば なら な い 。た だ し 、社 会 福 祉法 第 ４ ５条 の ３ ６第 ２

項に 規 定 する 厚 生 労働 省 令 で定 め る 事項 に 係 るも の を 除く も

のと す る 。  

２  前 項た だ し書 の厚 生 労 働省 令 で 定め る 事 項に 係 る 定款 の 変 更  

をし た と きは 、 遅 滞な く そ の旨 を 小 野市 長 に 届け 出 な けれ ば

なら な い 。  

 

   第 ９ 章  公 告 の 方 法 そ の 他  

 

 （ 公 告 の方 法 ）  

第４ ２ 条  こ の 法 人の 公 告 は、 社 会 福祉 法 人 下東 条 中 央保 育 園

の掲 示 場 に掲 示 す ると と も に、 官 報 、新 聞 又 は電 子 公 告に 掲 載

して 行 う 。  

 

 （ 施 行 細則 ）  

第４ ３ 条  こ の 定 款の 施 行 につ い て の細 則 は 、理 事 会 にお い て

定め る 。  
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附  則  

この 法 人 の設 立 当 初の 役 員 は、 次 の とお り と する 。 た だし 、

この 法 人 の設 立 後 遅滞 な く 、こ の 定 款に 基 づ き、 役 員 の選 任 を

行う も の とす る 。  

 

  理 事 長   石 井 幸 男 

理  事   井 上  守 

 〃    斧  広 見 

   〃    横 山 研 二 

   〃    田 中 忠 男 

   〃    久 後  優 

   〃    田 中 喜 久 夫 

   〃    藤 原 定 雄 

   〃    増 山  茂 

   〃    柏 木  護 

監  事   山 本 国 弘 

   〃    殿 崎 実 三 

 

 こ の 定 款は 、 平 成２ ９ 年 ４月 １ 日 から 施 行 する 。  

 

 


